
新交通ビジョンを踏まえた海上交通の安全確保のための制度改正について ＜ H21.1.23交通政策審議会答申＞

■ AISを活用した進路を知らせるための措置

■ 来島海峡航路における航法

■ 航路外での待機の指示■ 追越しの禁止

■ 航路以外の海域における航法

航法の遵守と危険の防止のための勧告及び報告

流 木

危険の防止のための情報提供及び聴取義務

流 木

勧告：航路外を航行しようとしています。

航路に沿って航行願います。

情報：航路内に流木あり注
意してください。

聴取義務

航法の遵守と危険の防止のための勧告及び報告

流 木

危険の防止のための情報提供及び聴取義務

流 木

勧告：航路外を航行しようとしています。

航路に沿って航行願います。

情報：航路内に流木あり注
意してください。

聴取義務

■ 船舶の安全な航行を援助するための措置

①最低速力の設定 ②転流前後における特別な航法の指示
（航路出入口付近海域等における経路）

船舶交通の安全を確保することが特に重要と認められる一定

の海域を航行する一定の船舶に対し、船舶の航行に危険を及
ぼすおそれのある状況を認知させるための情報の提供と情報
聴取を義務化
（情報の例）

船舶の沈没や流木など航行の障害となる状況

・航法の遵守及び危険を防止するための勧告
船舶が交通方法に従わないで航行するおそれのある場合、ま

たは船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合に
おいて、交通方法の遵守又は危険の防止のための勧告と報告
（勧告の例）

航路外航行となるおそれのある場合における航路航行の
遵守等にかかる勧告

・海上保安庁長官、港長が提供する情報の聴取

異常な気象等の場合の危険防止のための指示・勧告

港 域

台風等の接近時
海難等の発生時

台

命 令

台風の接近時など、危険が予
想される場合に、あらかじめ、
荷役の中止や港内からの退去
等の措置をとるよう勧告

停泊の場所の指定

勧 告

港 長

移動の制限港内からの退去

台風の発生時や海難の発生時
に、港内からの退去、停泊場
所の指定等を命令

港 域

台風等の接近時
海難等の発生時

台台

命 令

台風の接近時など、危険が予
想される場合に、あらかじめ、
荷役の中止や港内からの退去
等の措置をとるよう勧告

停泊の場所の指定

勧 告

港 長

移動の制限港内からの退去

台風の発生時や海難の発生時
に、港内からの退去、停泊場
所の指定等を命令

異常な気象又は海象時において港内からの退去等の命
令、危険が予想される場合の必要な措置をとることの
勧告

効率的な交通整理手法の導入

２ 港内船舶交通の効率化、安全対策の強化

貨物船等の通常航路を航行する船舶の大きさが船の長
さで約２倍となり相対的に航路の混雑が高まっている。
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隔
（
時
間
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航路通報

必要に応じ、入
航時刻を指示

事前に通報

航 路

通常航路を航
行する船舶

（イメージ）
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通常航路を航行する
船舶の長さが約２倍

相対的に
航路が混雑

航路内の交通流の調整 通常航路を航行する船舶の大型化
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航 路
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な余裕水域

通常航路を航行する
船舶の長さが約２倍

相対的に
航路が混雑

航路内の交通流の調整 通常航路を航行する船舶の大型化

通常航路を航行する船舶の大型化に伴い、航路通報の対象船舶に

航路ごとに定める一定の長さ以上の船舶等を追加

臨機の航行制限の周知方法として航行

警報等を追加

１ ふくそう海域における安全性の向上

航路通報・指示対象船舶の拡大 危険防止のための交通制限手続の迅速化

潮流の影響

狭隘で屈曲し
た航路形状

無理な追越しによる
衝突や乗揚げの防止

航 路

潮流の影響

狭隘で屈曲し
た航路形状

無理な追越しによる
衝突や乗揚げの防止

航 路
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霧 潮
流

強潮流や濃霧に

よる航路内にお
ける船舶交通の
危険防止

航 路
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流

強潮流や濃霧に

よる航路内にお
ける船舶交通の
危険防止

航 路

中
水
道

西
水
道

航行すべき
水道を指示

潮流の変化に応じた航法（順中逆西の航
法）について、その変更を指示し、水道内
での見会い関係などの危険を防止

中
水
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西
水
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航行すべき
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潮流の変化に応じた航法（順中逆西の航
法）について、その変更を指示し、水道内
での見会い関係などの危険を防止

③ ②のための航路入航前に
おける通報の義務付け

航路出入口等、船舶

交通流が集中する航
路以外の海域に経路
を指定し、船舶交通
の流れを整える

航 路

航路出入口等、船舶

交通流が集中する航
路以外の海域に経路
を指定し、船舶交通
の流れを整える

航 路

迅速に航行制限区域を設定すること
により、船舶交通の安全を確保する。

爆
発
物
処
理

航行制限区域
航 路

迅速に航行制限区域を設定すること
により、船舶交通の安全を確保する。

爆
発
物
処
理

航行制限区域
航 路

※ 追越しの禁止については、当面、来島海峡航路を想定

潮
流

潮流に逆らって航行する
船舶が維持するべき最低
速力を設定
・乗揚げの防止
・停留による他の船舶

の運航の阻害防止
航 路

潮
流

潮流に逆らって航行する
船舶が維持するべき最低
速力を設定
・乗揚げの防止
・停留による他の船舶

の運航の阻害防止
航 路

特定の海域における航法

航路における一般的な航法

船舶の安全な航行を援助するための措置

NAME/ OCEAN QUEEN

CALL SING/ IOQ2179

SHIPS TYPE/ TANKER

DESTINATION/NAK2NP>JPYOK

LENGTH/75M

航路の途中から
右転する場合

航路を出てから
右転する場合

〔ＡＩＳ装置での受信イメージ〕

現行の行き先信号 進路を知らせるための措置にＡＩＳの目的
地情報への入力を追加

２代 ＋ Ｓ

１代 ＋ Ｓ

〔ー ー ー ・ 〕

〔ー ー ・ ー 〕

国際信号旗・音響信号（汽笛）を利用
して、行き先を表示。

（行先信号の例）

航 路

２Ｓ

１Ｓ

AIS情報
（目的地）

〔海交法（航路）・港則法（港）による進路情報の入力イメージ〕
「NAK 2NP ＞ JPYOK」＝

中ノ瀬航路を出て左舷側に向きを変え横浜港に向ける
〔 〕内は音響信号
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一定のトン数以上の大型船舶が水路を入出航する場合に行会
いを一律に禁止

出航中のＧ丸
20,000t

C丸 50,000t

大型船の長さに応じ、個別に行会い可能な船舶を判断

Ｂ丸 699t

A丸 999t

Ｇ丸出航中待機

Ｏ

出航中のＧ丸 180m

Ｏ

C丸 250m

Ｇ丸出航中待機
Ａ丸 90m B丸 80m

管制計画表

出・入別 予定時刻

出

入

0900～0930

0940～1010
・ ・

・ ・

管制計画表

出・入別 予定時刻

出

入

0900～0930

0940～1010
・ ・

・ ・
長さ

180m

250m

AISの船舶

の長さ情報
を活用

待機時間を削減し
効率性を向上

港内管制の現状

新たな港内管制のイメージ
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